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常時公募（先着順）による

市有地・建物売却実施要領

大野市地域づくり地域文化課
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１ 売却する物件の概要

※物件は、現況有姿の引渡しとなります。

※物件の詳細については、別紙「物件調書」でご確認ください。

２ 申込者の資格

次に掲げるいずれかに該当する者は、申し込みすることができません。

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当する者

(2) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れがあると認められる者

(3) 納期限の到来している国税（申告所得税又は法人税並びに消費税及び地方消費税をいう。

）及び市町村税について未納税額がある者

３ 申し込み方法

常時公募による買受を希望する方は、下記の書類を提出してください。

(1) 提出書類

①市有地・建物購入申込書

②個人にあっては住民票、法人にあっては登記事項証明書（３ヶ月以内のもの）

③個人にあっては印鑑登録証明書、法人にあっては印鑑証明書（３ヶ月以内のもの）

④売却物件の活用計画

(2) 受付場所

大野市天神町１番１号

大野市地域づくり部地域文化課地域振興グループ（大野市役所２階２４番窓口）

電話 ０７７９－６４－４８３４

(3) 受付の方法

上記受付場所へ持参してください。

受付時間は、土日祝日を除く、午前８時３０分から午後５時１５分までです。

(4) その他

①共有名義で買受を希望する方は、「市有地・建物購入申込書」に共有名義者全員の氏名

の記入、押印をしてください。

②市有地・建物購入申込書の名義で、契約及び所有権移転登記を行います。

③押印は実印を使用してください。

④現地説明会は行わず、物件の引き渡しは現状有姿のままで行いますので、申し込みされ

る方は事前に必ず現地を確認してください。

⑤提出書類の作成等に要する費用は、申込者の負担とします。

⑥提出した資料は一切返却しません。

物件

番号
所在地 土地・建物の状況

最低売却

価格

１
大野市貝皿１７字

大下山並１１番１

土地 宅地 1,680 ㎡（登記面積）

2,460,000 円

建物 木造平屋建 127.29 ㎡（登記面積）
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４ 売払いの決定

先着順により申請書を受付します。ただし、同時に複数の申込みがあった場合はくじ引きによ

り受付順位を決定します。

提出された申請書の内容を審査した後、売払いが決定します。

５ 契約保証金の納入等

(1) 通知等送付

売払いが決定した方には、下記通知等を送付します。

ア 市有財産の売払いについて（通知）

イ 市有財産売払契約書

ウ 契約保証金の納付書

(2) 契約保証金の納入

ア 契約締結までに、大野市収納金融機関で納入してください。

イ 契約保証金額は、落札額の１０％以上の金額となります。

ウ 落札者が契約保証金を納入した後、契約締結に至らない場合は、契約保証金は損害金と

して大野市に帰属するものとします。

６ 契約締結等

購入者として決定された方との契約締結及び売買代金の納入は、次のとおりです。

(1) 契約の締結

ア 契約期限 「市有財産の売払いについて（通知）」の通知日の翌日から起算して１０

日以内に売買契約を締結しなければなりません。

イ 契約方法 郵送（配達記録郵便）又は持参による書類の提出としますが、契約期限日

の午後５時１５分必着ですので、特に郵送の場合は注意してください。

ウ 契約日時 契約期限内の平日の午前８時３０分から午後５時１５分までとします。

エ 契約締結場所 大野市地域づくり部地域文化課地域振興グループ（大野市役所２階２

４番窓口）

(2) 契約締結時の必要書類

ア 「市有財産売買契約書」２通

※契約書２通に署名押印し、うち１通に収入印紙を貼付し、実印にて消印してください。

※契約書に貼付する収入印紙は、購入者の負担となります。

※契約の手続きは代理人の方が行えますが、契約者名は本人としてください。

イ 契約保証金の領収書（金融機関の領収印がついたもの）

ウ 登録免許税用の収入印紙（所有権移転登記に使用します。）

※登録免許税の予定額は、固定資産課税台帳に登録された価格に１,０００分の１５を

乗じて得た額とします。

(3) 売買代金の納入

ア 契約締結後、契約書及び売買代金納入用の納付書を手渡し、又は郵送（配達記録郵便）

します。

※売買代金納付書の金額は、契約保証金額の差額となります。

※契約保証金を充当する場合、利子等は付されません。
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イ 売買代金は、契約締結日の翌日から起算して３０日以内に全額を大野市に納入してくだ

さい。

ウ 売買代金納入後、速やかに売買代金の領収書（金融機関の領収印がついたもの）を大野

市地域づくり部地域文化課地域振興グループに提出してください。郵送又はＦＡＸでも結

構です。

７ 所有権の移転等

売買物件の所有権の移転に係る事項は次のとおりです。

(1) 売買物件の所有権は、売買代金全額の支払いがあったときに、移転するものとします。

(2) 売買物件は、所有権移転日以後、速やかに引き渡すものとします。

※引渡しは、現況有姿とします。

(3) 所有権の移転登記は、大野市が行います。

※売買代金の領収書（金融機関の領収印がついたもの）を確認してからとなります。

(4) 登記完了後、不動産識別情報通知を送付するので、「不動産受領書」を提出してください。

８ 売却物件における用途の制限

売払物件の売買契約には、次の条件が付されます。

(1) 購入者は、売買物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第２条第２号に定める暴力団その他の反社会的団体及びそれらの構成員がその活動

のために利用するなど公序良俗に反する用に供してはならない。

(2) 購入者は、売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法

律第１２２号）第２条第１項に定める風俗営業、同条第５項に定める性風俗関連特殊営業の

用に供してはならない。

（3）住宅団地内であることから、購入者は、騒音、振動、臭気等を発生させるなど近隣住民

等に不快感を与えない活用方法とすること。

（4）購入者は、10 年間は市に提出した内容で売却物件を活用すること。

９ その他

(1) 書類等の作成に用いる言語、通貨及び単位は、日本語、日本円、日本の標準時及び計量法

に定める単位に限ります。

(2) 売買物件取得後、不動産取得税、固定資産税及び下水道受益者負担金（大野市が支払って

いない場合）等は、購入者の負担となります。

(3) その他不明な点は、大野市地域づくり部地域文化課地域振興グループ（大野市役所２階２
４番窓口）にお問い合わせください。

９１２－８６６６

福井県大野市天神町１番１号

大野市地域づくり部地域文化課地域振興グループ

（大野市役所２階２４番窓口）

電話 ０７７９－６４－４８３４

ＦＡＸ ０７７９－６５－８３７１


